再利用許諾に関する覚書

株式会社manebi（以下「当社」という。）と●●（以下「利用者」という。）は、当社が提供する「manebi、派遣のミカタ、Playse.ラーニング警備版使用許諾約款」（以下「本約款」という。）に関し、次のとおり覚書（以下「本覚書」という。）を締結する。

第 1 条 （目的）
本覚書は、本約款第１条第２項第３号及び同項第５号において原則禁止されている第三者への本サービスの再利用許諾について、例外的に一定の条件下で許容することを目的とする。

第 2 条 （定義）
本覚書において使用される用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 「外販先」とは、利用者との契約に基づき、本サービスの全部又は一部の提供を受ける法人又は個人をいう。
(2) 「外販用アカウント」とは、利用者が本サービスを外販先に提供するにあたり、当社が発行し、指定するアカウントをいう。
(3) 「機能制限対象機能」とは、当社が利用者に提供する本サービスの機能のうち、外販先による利用を制限する学習サポート機能群（研修、ルームその他当社が指定する学習サポート機能）、コースレビュー機能をいう。

第 3 条 （再利用権の付与等）
1. 当社は、利用者に対し、本サービスについて再利用許諾可能な利用権を付与するものとする。ただし、利用者に付与される本サービスの利用権は、外販先に対する本サービスの利用権の提供に必要な範囲内に限られるものとし、機能制限対象機能は利用権の対象外とする。
2. 当社は、合理的な理由がある場合には、外販先の参加を拒否、又は撤回することができるものとする。
3. 当社は、利用者に対し、本覚書の有効期間中、日本国内において、本サービスの利用権を外販先に対して販売する非独占的かつ譲渡不能の権利を付与する。なお、利用者は、日本国外において、本サービスの利用権を外販先に対して提供する場合は、事前に当社に通知し、別途書面による承諾を得るものとする。
4. 利用者は、前項に基づき、外販先に対し、本サービスの提供活動を実施することができる。なお、本覚書は、本サービスに係る著作権、特許権、ノウハウほか一切の知的財産権に関する何らの権利の譲渡を承諾するものではなく、利用者は、外販先に対し、本サービスをサブライセンスする方法で本サービスの利用権を提供することを当社に誓約する。
5. 当社は、利用者に事前に通知することにより、本サービスの仕様若しくは機能を変更（一部の削除を含む。）し、又は利用許諾条件を変更することができる。
6. 本覚書は、当社が日本国内外において本サービスに関する営業・販売活動を行うことを妨げない。

第 4 条 （機能制限対象機能）
1. 当社は、外販用アカウントにおいて、本サービスの機能のうち、機能制限対象機能について、利用者の使用又はアクセスを制限し、又は無効化できるものとし、利用者はこれに異議を述べず、外販先をして異議を述べさせない。
2. 利用者は、設定変更、API連携、外部ツール連携又は模倣UI等により、当該機能制限対象機能を有効化、迂回、改ざん又はこれらを助長する行為を行ってはならない。また、利用者は、外販先をして、同様の行為を行わせてはならない。
3. 当社は、外販用アカウントの設定及びログイン状況等を確認し、機能制限対象機能が利用されていないことを含む本サービスの利用状況を監視できるものとする。

第 5 条 （商標の使用許諾）
1. 利用者は、外販先に対する本サービス提供にあたり、当社の商標及びサービスマーク（以下、「本商標等」という。）を使用する場合、事前に当社が書面で許諾した範囲内において使用することができる。
2. 利用者が、利用者のブランドを使用して、外販先に本サービスを提供する場合（ホワイトラベル提供の場合）、かかる提供の可否及び範囲は、当社の別途個別の承諾によるものとする。
3. 利用者は、本覚書が終了した場合又は当社から請求があった場合には、本商標等の使用を直ちに停止する。

第 6 条 （利用者の義務）
1. 利用者は、外販先との契約において、本覚書に基づく利用者の義務と同等以上の義務を外販先に対して負わせるものとし、外販先の責めに帰するべき事由により当社に損害が発生した場合は、外販先と連帯して当社に対して損害を賠償する。
2. 利用者は、外販先が前項に定める義務に違反し、又は違反するおそれがあることを知った場合、速やかに当社に通知する。
3. 利用者は、本サービスの提供活動を第三者に委託することはできず、また、自己利用目的ではない外販先に対して本サービスの利用権の提供をすることができない。
4. 利用者は、外販用アカウントの組織管理機能におけるロール、タグ、役職、階級データの名称設定において、特定の個人、法人、その他の団体等を識別し得る固有の情報を入力し、又は外販先をして入力させてはならない。
5. 利用者が前項の定めに違反したことにより生じた損害（利用者に発生する損害であるか否かは問わない。）について、当社は一切の責任を負わないものとする。
6. 利用者は、外販先に、個人情報保護に関連する法令その他の本覚書に適用される一切の法令を遵守させるものとする。
7. [bookmark: _heading=h.x328mfgiw9ef]利用者は、本サービスの不具合又は権利関係について、外販先その他の第三者からクレーム、損害賠償請求その他の請求又は主張があった場合、かかる請求又は主張をなす者に対する窓口として誠意をもって対応し、処理するものとする。
8. 前項の場合、利用者が第一次的に対応するものとし、当社は合理的な範囲で第二次的対応を行うものとする。なお、当社に対する問い合わせは、本約款第６条に基づき、利用者が定める本サービスの運営担当者からのみとし、当社は、外販先からの直接の問い合わせに対応する義務を負わないものとする。
9. 利用者と外販先との間の代金の支払遅延、利用者による本サービスの不適切又は不正確な説明その他外販先と利用者との間の関係に基づくクレーム又は紛争に関しては、利用者が一切の責任を負い、当社は、当該クレーム又は紛争について一切の責任を負わない。また、当該クレーム又は紛争に関して当社に損害が生じた場合、利用者は一切の損害（逸失利益及び弁護士費用を含む。）を賠償しなければならない。

第 7 条 （禁止事項）
利用者は、本サービスを外販先に提供するにあたり、次の各号に定める行為及びこれらに該当するおそれのある行為をしてはならない。
(1) 本サービスの利用権の再再利用許諾及び再利用権を第三者に権利を譲渡する行為
(2) 過度なスクレイピング、大量API呼出し、その他本サービスに係る当社の管理及び運用を阻害する行為
(3) 本サービスの評判、印象等に悪影響を及ぼす行為
(4) 本サービスに関し、虚偽の説明を行い、又は事実の説明を行わないことにより、外販先に本商品を誤認される行為
(5) 本約款等において禁止されている行為を外販先に許諾する行為
(6) 法令、監督官庁の指示・指導等に違反した行為
(7) その他公序良俗に反する行為、社会的、教育的に悪影響を及ぼす行為

第 8 条 （違反時の措置）
1. 当社は、利用者又は外販先が本覚書に違反した場合、何らの催告なく外販用アカウントの停止及び本覚書の解除を行い、損害賠償を請求できるものとする。
2. 当社は、利用者又は外販先の重大かつ回復不可能な違反について、他の権利及び救済手段に加えてその差止め、又はその差止めに係る仮の地位を定める仮処分を申し立てることができるものとする。

第 9 条 （損害賠償）
1. 利用者は、本覚書に違反して当社に損害を与えたときは、当社に対し、一切の損害（逸失利益及び弁護士費用を含む。）を賠償する責任を負う。
2. 当社の責めに帰するべき事由により、利用者に損害を与えたときは、利用者に対し、直接かつ現実に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、本約款に基づく本サービス月額利用料の1か月分を限度とする。

第 10 条 （有効期間）
本覚書の有効期間は、本約款の有効期間と同一とする。なお、当社は、本覚書の有効期間満了前であっても、1か月前までに利用者に書面で通知することで、本覚書を中途解約することができる。

第 11 条 （本覚書の効力）
1. 本覚書は本覚書締結の日付で効力を生ずる。
2. 本約款が解除、解約、契約期間満了等により終了（終了理由の如何を問わない。）した場合には、本覚書は当然にその効力を失う。
3. 本覚書の終了時、利用者は外販先への対応について、当社の指示に従うものとする。

第 12 条 （本約款の効力）
1. 本覚書で明示的に言及された変更を除き、本規約の各条項の内容は、本覚書の締結により何ら影響を受けず、従前通りの効力を有し、本覚書で使用される文言は、本規約で使用される定義に従う。
2. 前項の規定にかかわらず、本覚書と本規約との間で抵触する条項については、本覚書の条項が優先する。
3. 本約款第9条に定める免責事項等は、本覚書が締結されることによっても、なお適用されることを確認する。

第 13 条 （準拠法及び管轄）
1. 本覚書は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
2. 本覚書に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 14 条 （誠実協議）
当社及び利用者は、本覚書に定めのない事項又は本覚書の条項の解釈に関する事項につき疑義が生じた場合は、本覚書の趣旨に従い、誠実に協議の上これを決する。

（以下余白）



各当事者は、本覚書成立の証として、本書を2通作成し、記名押印又は署名の上、各1通を保管する。本書を電磁的に保管する場合には、本書の電磁的記録を作成し、各当事者合意の上電子署名を施し、各自がその電磁的記録を保管する。

2026年5月●●日

（当社）
住　所
会社名
代表者

（利用者）
住　所
会社名
代表者
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